
　
不
況
に
よ
る
消
費
低
迷
か

ら
中
小
企
業
を
支
援
す
る
た

め
、
政
府
が
「
金
融
機
関
の

中
小
企
業
向
け
融
資
に
政
府

保
証
を
付
け
て
元
利
金
の
返

済
を
猶
予
す
る
仕
組
み
」
を

検
討
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

「
集
客
ー
営
業
に
苦
し
み
先

が
見
え
な
い
状
態
の
地
場
工

務
店
」
に
と
っ
て
は
業
績
改

善
に
即
効
性
が
あ
る
対
策
と

は
思
え
な
い
。
と
り
わ
け
中

小
規
模
の
工
務
店
で
は
、「
即

効
性
あ
る
改
善
策
」
が
無
け

れ
ば
先
に
つ
な
が
ら
な
い（
年

を
越
せ
な
い
）
の
で
あ
る
。

　
地
場
工
務
店
が
今
後
、
安

定
経
営
を
続
け
る
に
は
、「
集

客
（
出
会
い
）」
が
必
要
不

可
欠
だ
。
で
も
、
そ
の
前
に

「
30
日
後
の
受
注
を
得
る
た

め
に
重
要
な
こ
と
」
が
あ
る

の
で
、
以
下
を
注
意
し
て
読

み
進
め
て
欲
し
い
。

　
集
客
（
出
会
い
）
と
同
じ

く
ら
い
重
要
な
こ
と
と
は
？

「
出
会
っ
た
お
客
に
ど
の
よ

う
に
？
信
頼
さ
れ
、
早
く
安

心
・
納
得
（
受
注
）
し
て
い

た
だ
く
か
？
」
だ
。
集
客
の

専
門
家
で
あ
り
数
々
の
建
設

業
の
業
績
を
、
集
客
で
改
善

支
援
し
て
き
た
私
が
、「
即

効
性
あ
る
集
客
ー
営
業
法
の

定
義
」
を
「
２
０
０
９
年
８

月
29
日
に
２
組
集
客
、
１
ヶ

月
以
内
に
２
組
共
に
受
注
し

た
工
務
店
の
事
例
よ
り
」
情

報
提
供
す
る
の
で
、
以
降
を

読
ん
で
役
立
て
て
欲
し
い
。

　
た
だ
し
、
こ
の
集
客
法

で
、
業
績
改
善
を
期
待
で
き

る
工
務
店
に
は
、
条
件
が
あ

る
。
条
件
は
、「
高
品
質
・

誠
実
経
営
に
自
信
の
あ
る
お

客
と
の
出
会
い
を
楽
し
め
る

工
務
店
」（
技
術
に
自
信
が

あ
る
、
人
と
の
出
会
い
を
楽

し
め
る
工
務
店
で
あ
り
、
多

少
の
余
力
を
残
し
て
い
る
な

ど
）
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
条

件
を
満
た
す
地
場
工
務
店
で

あ
れ
ば
、「
短
期
間
で
業
績

改
善
の
見
込
み
が
あ
る
」
の

で
真
剣
に
読
ん
で
役
立
て
て

欲
し
い
。
ま
ず
、
次
項
に
て

早
期
受
注
を
達
成
し
た
工
務

店
の
集
客
―
営
業
の
様
子
か

ら
コ
ツ
を
学
ん
で
欲
し
い
。

〈
２
件
集
客
か
ら
１
ヶ
月
以

内
に
２
棟
受
注
し
た
工
務
店

に
学
ぶ
こ
と
〉
※
写
真
参
照

１
．お
客
様
と
の
出
会
い（
集

客
）
が
あ
り
、
そ
の
出
会
い

に
感
謝
し
て
楽
し
ん
で
対
応

す
る

２
．
真
心
で
接
し
、
決
し
て

売
り
込
み
は
し
な
い
こ
と

３
．集
客
後
に一部
の
有
望
客

を
発
掘
し
、きっ
か
け（
電
話
・

訪
問
な
ど
）
を
作
る
こ
と

４
．
電
話
・
訪
問
可
能
な
お

客
様
の
諸
事
情
（
予
算
・
希

望
な
ど
）
を
受
け
取
っ
て
、

最
良
の
提
案
を
素
早
く
行
う

こ
と

※
決
し
て
お
客
様
の
希
望
を

否
定
し
て
は
い
け
な
い

５
．
見
込
み
の
無
い
人
（
明

確
な
意
思
表
示
が
得
ら
れ
な

い
人
）
に
プ
ラ
ン
提
出
（
見

積
も
り
・
図
面
な
ど
）
し
な

い
こ
と

※
プ
ラ
ン
提
出
で
納
得
さ
せ

よ
う
と
い
う
考
え
は
間
違
い

※
プ
ラ
ン
提
出
前
の
見
極
め

が
重
要

６
．お
客
様
の
求
め
に
応
じ

プ
ラ
ン
提
出
し
、「
歩
み
寄
り

の
心
」
で
詳
細
を
詰
め
て
早

期
契
約
す
る

〈
解
説
〉

　
早
期
受
注
に
見
込
み
が

あ
る
集
客
と
は
？
心
が
通
じ

合
う
人
・
考
え
が
合
う
人
・

波
長
が
合
う
人
と
接
触
す
る

（
会
え
る
・
話
せ
る
・
許
諾

を
得
て
訪
問
出
来
る
）
き
っ

か
け
（
機
会
）
の
こ
と
で
あ

る
。
で
は
？
即
効
性
の
あ
る

集
客
ー
営
業
法
と
は
？
「
自

分
の
真
心
を
伝
え
て
そ
れ
に

反
応
す
る
人
（
波
長
が
合
う

人
）
と
の
出
会
い
と
そ
の
後

の
対
応
法
の
こ
と
で
あ
る
」。

早
期
業
績
改
善
の
た
め
の
近

道
は
？
「
誰
が
波
長
が
合
う

人
か
？
ど
ん
な
人
を
集
客
出

来
た
ら
受
注
見
込
み
が
高
い

の
か
？
を
今
す
ぐ
考
え
る
こ

と
」
で
あ
る
。

　
住
宅
販
売
に
お
け
る
無

料
実
践
レ
ポ
ー
ト
「
私
が

推
奨
す
る
集
客
ー
営
業
法

の
実
践
資
料
・
入
門
編
」
お

よ
び
複
数
工
務
店
に
お
け

る
大
量
の
集
客
ー
営
業
の
実

践
証
拠
資
料
を
、
希
望
者
に

無
償
提
供
し
て
い
る
。
関
心

の
あ
る
方
は
Ｈ
Ｐ
よ
り
資
料

請
求
可
。（
※
守
秘
義
務
に

よ
り
社
名
の
み
公
表
不
可
）

問
い
合
わ
せhttp://www.

urerukoukoku..jp/

２
件
集
客
か
ら
30
日
以
内

に
２
棟
受
注
し
た
方
法
！

８
月
29
日
に
２
組
イ
ベ
ン
ト
参
加
。
１
ヶ
月
以
内
に
２
組
と
も
受
注
し
た
工
務
店
の
受
注
契
約
書 
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東
京
ガ
ス
は
10
月
６
日
～

９
日
、
東
京
・
新
宿
の
新
宿

パ
ー
ク
タ
ワ
ー
と
東
京
ガ
ス

新
宿
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
の
特
設・

常
設
展
示
場
に
お
い
て
『
暮

ら
し
の
デ
ザ
イ
ン
展
09
』
を

開
催
し
た
（
同
21
日
～
23
日

に
は
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜
ホ
ー

ル
Ｃ
に
お
い
て
開
催
予
定
）。

　
今
回
は
、
消
費
者
の
価
値

観
の
共
通
化
が
向
か
っ
て
い

る
「
未
来
を
は
ぐ
く
む
、
３

つ
の
ヒ
ン
ト
」
を
テ
ー
マ
に
、

豊
か
な
未
来
を
は
ぐ
く
む
10

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
案
し
て

い
る
。

　
３
つ
の
ヒ
ン
ト
と
は
「
家

族
や
仲
間
と
楽
し
い
時
間
を

共
有
す
る
」「
み
ん
な
で
お

得
に
暮
ら
す
」「
人
や
社
会

の
た
め
に
自
分
が
役
立
っ
て

い
る
と
感
じ
る
」
で
、
こ
れ

を
元
に
以
下
の
10
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
提
案
し
て
い
る
。

①
「
Ｍｙ
　
ｓ
ｔｙ
ｌｅ
で
環

境
意
識
を
は
ぐ
く
む
」、

②
「
家
の
中
の
秘
密
の
場
所

が
創
造
力
を
は
ぐ
く
む
」、

③
「
家
族
の
気
配
で
つ
な
が

り
を
は
ぐ
く
む
」、
④
「
自

然
の
恵
み
で
元
気
を
は
ぐ

く
む
」、
⑤
「
お
気
に
入
り

の
部
屋
で
心
身
の
美
し
さ
を

は
ぐ
く
む
」、
⑥
「
賢
く
暮

ら
し
て
自
分
の
時
間
を
は
ぐ

く
む
」、
⑦
「
親
子
で
過
ご

し
な
が
ら
自
立
心
を
は
ぐ
く

む
」、
⑧
「
な
が
ら
交
流
で
コ

ミ
ュニ
テ
ィ
を
は
ぐ
く
む
」、

⑨
「
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を

は
ぐ
く
む
」、
⑩
「
み
な
さ

ま
と
共
に
未
来
を
は
ぐ
く

む
」。

　
特
に
、
④
の
「
自
然
の
恵

み
で
元
気
を
は
ぐ
く
む
」
で

は
〝
グ
リ
ー
ン
・
パ
テ
ィ
オ
〟

を
提
案
。
贅
沢
な
ガ
ー
デ
ン

キ
ッ
チ
ン
で
ハ
イ
カ
ロ
リ
ー
コ

ン
ロ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
火

力
を
楽
し
め
る
。
人
が
笠
を

か
ぶ
っ
た
よ
う
な
パ
ラ
ソ
ル

ス
ト
ー
ブ
も
お
し
ゃ
れ
。

　
⑥
の
「
賢
く
暮
ら
し
て
自

分
の
時
間
を
は
ぐ
く
む
」
で

は
〝
ミ
ス
テ
ィ・
ガ
ー
デ
ン
〟

を
提
案
。
テ
ラ
ス
の
新
た
な

提
案
で
、
晴
れ
た
日
に
は
天

日
で
、
雨
の
日
に
は
乾
燥
機

で
洗
濯
物
を
干
す
。
テ
ラ
ス

自
体
が
丸
洗
い
で
き
る
シ
ャ

ワ
ー
が
つ
い
て
お
り
、
ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
や
絵
画
が
趣
味
の

人
に
は
も
っ
て
こ
い
の
空
間

で
あ
る
。

　
⑨
の
「
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま

ち
を
は
ぐ
く
む
」
で
は
〝
ま

ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
〟
を

解
説
。
こ
れ
は
ス
マ
ー
ト
エ

ネ
ル
ギ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

紹
介
で
、
バ
イ
オ
ガ
ス
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
太
陽
光
発
電
な
ど

の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
組

み
合
わ
せ
て
最
適
に
制
御

す
る
こ
と
に
よ
り
、
熱
と
電

気
を
面
的
に
利
用
し
省
Ｃ
Ｏ

２
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
図
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。例
え
ば
、

昼
間
に
電
力
を
使
う
と
こ
ろ

と
夜
に
使
う
と
こ
ろ
を
組
み

合
わ
せ
る
と
電
気
を
効
率

よ
く
利
用
で
き
る
。
横
浜
市

鶴
見
区
の
東
京
ガ
ス
の
敷
地

内
で
こ
の
仕
組
み
を
実
践
す

る
。

　
そ
し
て
、
10
の
「
み
な
さ

ま
と
共
に
未
来
を
は
ぐ
く

む
」
で
は
、
１
か
ら
９
ま
で

の
提
案
を
も
と
に
、
工
務
店

が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
提
案
を

つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
。

Ｗ
発
電
の
提
案
も

　
昨
年
に
引
き
続
き
、
家

庭
用
燃
料
電
池
コ
ー
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
『
エ

ネ
フ
ァ
ー
ム
』や
、ガ
ス
発
電・

給
湯
暖
房
シ
ス
テ
ム
『
エ
コ

ウ
イ
ル
』
と
、
太
陽
光
発
電

を
組
み
合
わ
せ
た
Ｗ
発
電
に

つ
い
て
も
提
案
。
昼
間
は
太

陽
光
発
電
に
よ
っ
て
、
夜
間

は
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
、
エ
コ
ウ
イ

ル
に
よ
っ
て
、
効
率
よ
く
発

電
す
る
こ
と
で
、
売
電
量
そ

の
も
の
が
約
２
倍
に
増
え
る

仕
組
み
を
紹
介
し
た
。

 緊急特集

  改正特定商取引法について（後）

                            弁護士法人匠総合法律事務所　秋野卓生

                        「請求があった場合の適用除外」

　前回、新築請負契約についても、特定商取引に関
する法律（以下、「特商法」といいます。）の訪問販売
規制が適用されることを説明しました。今回は、訪問

販売規制の適用が除外されるケース（特商法２６条５項１号の「請
求」）について解説致します。
　特商法２６条５項１号は、住居にて契約をすることを請求した者
に対して行う訪問販売については適用除外としております（要する
に、顧客が自ら積極的に営業マンを自宅に呼んで契約を締結した場
合には、クーリングオフができないということ）。
　訪問販売規制の趣旨は、訪問販売は類型的に不意打ち的になされ
るものであり、顧客の本意に反して契約してしまう可能性が高いの
で、クーリングオフ等の消費者保護の規定を設け、特に消費者を保
護することにあります。
　従って、消費者が契約を締結するという事をしっかり認識した上
で、自ら積極的に自宅で契約を締結したいから来て欲しいという「請
求」があったような場合には、既に契約を締結する意思が固まって
いるので不意打ちといえないことから、法律の適用除外とされてい
るのです。
　
事例１
①　営業マンが顧客宅にて最終的な見積書提出により、顧客の納得
を得て契約締結をすることになりました。
②　顧客により、「契約したいので来週の日曜日に自宅に来てほし
い」と言われ、「わかりました」と回答し、顧客宅を訪問し、請負
契約を締結しました。
⇒顧客から契約締結をしたいとの明確な意思表示がなされているの
で「請求した者」にあたり、適用除外となります（顧客は、クーリ
ングオフ等の権利行使をすることはできません）。

事例２
①　営業マンが顧客宅にて最終的な見積書提出により、顧客の納得
を得て契約締結をすることになりました。
②　これで契約しようという顧客に対し、営業マンが「では、来週
の日曜日にお客様に契約書をお持ちします」と言い、これに対し、
顧客から「よろしくお願いします」と言われた場合。
⇒事例１と紙一重の事案です。しかし、あくまで顧客は契約締結の
意思を明確にして自宅にて契約を締結することを「請求」していま
せん。したがって、適用除外とはならず、顧客はクーリングオフ等
の権利を行使することが可能となります。
　この「請求」による適用除外というのは、悪質リフォーム業者が
悪質営業を繰り返し、わざと顧客に自宅に来るように言わせるケー
スも多く存在したことから、結構厳しく解釈されています。
　したがって、営業マンに「顧客から自宅に来るように請求させよ」
という指導は危険であり、「顧客宅で契約をする場合には、クーリ
ングオフ等の対象となる」ことを前提に、丁寧な説明と法律に従っ
た契約書の交付を確実にしていただきたいと思います。

   秋野卓生氏 

３つのヒントと10のストーリーで
楽しく経済的で社会性のある暮らしを提案
　　＝東京ガス　暮らしのデザイン展 09 より＝

　


